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題ンヽ 経

厚
労
省
の
年
金
！改
革
柔
が
ま
！と

ま
る

注
目
さ
れ
る
与
野
党
の
議
論

公
的
年
金
制
度
の
改
正
案
が
通
常
国
会

に
提
出
さ
れ
ま
す
。

厚
生
労
働
省
の
改
革

案
を
示
し
た
報
告
書
が
昨
年
末
に
出
さ
れ

ま
し
た
が
、

今
後
、

こ
れ
を
踏
ま
え
、

政

府

・
与
党
の
協
議
や
野
党
と
の
議
論
が
焦

点
と
な
り
ま
す
。

２
０
２
４
年
財
政
検
証
結
果
を
踏
ま
え

た
主
な
改
革
案
は
、

①
短
時
間
労
働
者
の

被
用
者
保
険
加
入
対
象
の
拡
大
②
在
職
老

齢
年
金
制
度
の
縮
小
に
よ
る
収
入
増

③
標

準
報
酬
月
額
上
限
の
見
直
し
④
遺
族
族
年

金
の
男
女
差
の
是
正

⑤
年
金
財
政
に
お
け

る
基
礎
年
金
の
底
上
げ
―
―
の
５
つ
で
す
。

短
時
間
労
働
者
の
被
用
者
保
険
の
適
用
拡

大
に
つ
い
て
は
、

「年
収
の
壁
」
問
題
を
踏

ま
え
、

現
行
の
月
額
賃
金
８
・
８
万
円

（年

収
換
算
１
０
６
万
円
）、
従
業
員
５‐
人
以
上

の
企
業
、

週
２０
時
間
以
上
の
所
定
労
働
時

間
の
要
件
の
う
ち
、

賃
金
と
企
業
規
模
要

件
が
撤
廃
さ
れ
ま
す
。

在
職
老
齢
年
金
制
度
は
、

現
状
で
は
厚

生
年
金
と
給
与
の
合
計
が
月
５０
万
円
を
超

え
る
と
、

上
回
っ
た
額
の
２
分
の
１
の
厚

生
年
金
が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
。
し
か

し
、

年
金
支
給
停
止
を
回
避
す
る
た
め
就

業
調
整
の
動
き
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め

改
革
条
で
は
、

①
制
度
自
体
を
撤
廃
す
る

②
支
給
停
止
の
基
準
額
を
現
行
の
５０
万
円

か
ら
６２
万
円
に
引
き
上
げ
る

③
同
様
に

れ
万
円
に
引
き
上
げ
る
案
が
提
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

遺
族
厚
生
年
金
に
つ
い
て
は
男

性
が
主
た
る
家
計
の
担
い
手
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
に
基
づ
い
た
制
度
に
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、

①
２０
代
か
ら
５０
代
に
死
別

し
た
、

子
の
な
い
配
偶
者
に
対
す
る
遺
族

厚
生
年
金
を
男
女
と
も
に
原
則
５
年
間
の

有
期
給
付
と
し
て
男
女
差
を
解
消
す
る

②

子
の
あ
る
配
偶
者
の
遺
族
厚
生
年
金
は
、

子
が
１８
歳
に
到
達
し
て
受
給
権
を
失
っ
た

後
も
、

原
則
５
年
間
の
有
期
給
付
を
受
給

で
き
る
―
―
こ
と
を
提
起
し
て
い
ま
す
。

基
礎
年
金
の
底
上
げ
対
策
は
、
２
０
２
４

年
の
年
金
財
政
検
証
の
過
去
３０
年
投
影
の

経
済
前
提
の
ケ
ー
ス
で
は
、

マ
ク
ロ
経
済

ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
基
礎
年
金
の
抑
制
は

２
０
５
７
年
ま
で
継
続
し
、

所
得
代
番
率

は
２
０
２
４
年
度
の
３６

・
２
％
か
ら
２５

・

５
％
に
低
下
し
ま
す
。

そ
の
た
め
マ
ク
ロ

経
済
ス
ラ
イ
ド
を
早
期
に
終
了
し
、

給
付

水
準
を
下
げ
な
い
と
す
る
方
向
性
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
財
源
を
巡
っ
て
は
意

見
が
分
か
れ
て
お
り
、

今
後
、

政
府

・
与

党
や
野
党
と
の
議
論
が
注
目
さ
れ
ま
す
。



第15回 幹 部社員層の処遇制度を刷新

電
機
メ
ー
カ
ー
の
Ａ
社
は

一
般
社

員
層
の
６５
歳
ま
で
選
択
定
年
制
や
幹
部

社
員
の
再
雇
用
制
度
を
導
入
し
て
い
ま

す
。　

一
般
披
社
員
層
は
６０
～
６５
歳
の
各

年
齢
の
６
パ
タ
ー
ン
の
定
年
年
齢
を
選

択
で
き
、

選
択
時
期
は
５５
歳
時
に
制
度

説
明
し
、

５７
歳
時
に
定
年
年
齢
を
選
択
。

５９
歳
時
に
最
終
確
認
す
る
と
い
う
３
段

階
に
分
け
て
い
ま
す
６０
歳
以
降
の
処
遇

は
給
与

・
賞
与
と
も
に
５９
歳
時
の
６
割

を
支
給
し
ま
す
。

幹
部
社
員
層
の
旧
制
度
は
６０
歳
前

の

「役
割
グ
レ
ー
ド
」
に
基
づ
い
て
再

一雇
用
後
の
役
割
と
処
遇
を
決
定
。

再
雇

用
後
は
６０
歳
時
点
の
グ
レ
ー
ド
で
Ａ
～

Ｃ
の
３
つ
の
コ
ー
ス
が
決
ま
り
、

Ａ

人
手
不
足
解
消
の
方
策
の
１
つ
と
し
て

高
齢
者
一屋
用
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

改

正
高
年
齢
者
雇
用
安
定
法
で
は
７０
歳
ま
で

の
就
業
機
会
の
確
保
を
努
力
義
務
と
し
て

い
ま
す
。

今
回
は
管
理
職
な
ど
幹
部
社
員

層
の
処
遇
に
つ
い
て
、

担
当
す
る
タ
ス
ク

レ
ベ
ル
と
成
果
に
基
づ
く
処
遇
に
刷
新
し
、

働
く
意
欲
を
高
め
た
電
機
メ
ー
カ
ー
の
事

例
を
紹
介
し
ま
す
。

コ
ー
ス
は
、

ラ
イ
ン
長
は
例
外
的
に
ラ

イ
ン
職
に
と
ど
ま
り
６２
歳
ま
で
定
年
延

長
さ
れ
、

処
遇
は
以
前
の
グ
レ
ー
ド

の
報
酬
を

１
０
０
％
保
障
。
Ｂ
コ
ー

ス
は
以
前
の
グ
レ
ー
ド
の
７０
～
８０
％
、

Ｃ
コ
ー
ス
は
定
額
で
約

３
０
０
～

４
０
０
万
円
の
範
囲
で
し
た
。
こ
の

仕
組
み
を

２
０
２
０
年
に
改
定
し
、

新
た
に

「シ
エ
ア
タ
ス
ク
制
度
」
を
設

け
ま
し
た
。

ラ
イ
ン
長
継
続
者
は
６２
歳
ま
で
定

年
延
長
す
る
こ
と
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
他
の
タ
ス
ク
レ
ベ
ル
の
重
さ
を
Ｉ

～
Ⅳ
の
４
段
階
設
定
し
、
１
年
ご
と
に

タ
ス
ク
と
成
果
に
応
じ
て
処
遇
を
見
直

し
ま
す
。
レ
ベ
ル
ー
の

「本
部
長

・
事

業
部
長
の
指
示
に
基
づ
き
業
務
を
遂

行
」
か
ら
Ⅳ
の

「課
長
の
指
示
に
基
づ

き
業
務
を
遂
行
」
と
い
う
基
本
定
義
を

決
め
、

さ
ら
に
本
部
別

・
職
種
別
の
業

務
に
立
脚
し
た
４．
の
細
か
い
定
義
を
作

成
し
、

こ
の
定
義
に
照
ら
し
て

一
人
ひ

と
り
の
タ
ス
ク
レ
ベ
ル
を
決
め
ま
す
。

給
与
は
レ
ベ
ル
ー
が
ラ
イ
ン
部
長
、
正

は
課
長
、

回
は
係
長
、

Ⅳ
は

一
般
社
員

と
同
じ
に
な
る
よ
う
に
設
計
し
て
い
ま

す
。

賞
与
も
成
果
評
価
で
±
２０
％
の
幅

を
設
け
、

同
じ
タ
ス
ク
レ
ベ
ル
で
も
差

が
つ
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

制
度
導
入
以
降
、

ヨ

律
の
待
遇
だ

と
研
究
開
発
部
門
で
価
値
の
高
い
業
務

に
従
事
し
て
い
る
人
は
転
職
す
る
人
も

一

い
る
が
、

相
応
の
待
遇
で
報
い
る
こ
と

が
で
き
、

新
制
度
に
な
っ
て
あ
り
が
た

い
と
い
ユヽ
戸
も
い
た
だ
い
て
い
る
衣
人

事
担
当
者
）
と
言
い
ま
す
。

シ
エ
ア
タ

ス
ク
制
度
導
入
以
降
、
２
０
２
３
年

度
は
対
象
者
の
９４

・
８
％
が
再
雇
用
を

希
望
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、

６５
歳
以
降
は
全
社
共
通
の

７５
歳
ま
で
雇
用
す
る

「
６５
歳
以
降
雇
用

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を

２
０
２
０
年
に

制
定
し
て
い
ま
す
。

適
用
対
象
者
は
幹

部
社
員

・
一
般
社
員
問
わ
ず
、

知
力

・

体
力
に
問
題
な
く
、

会
社
と
し
て
高
い

ア
ウ
ト
プ
ツ
ト
が
期
待
で
き
る
者
を
選

ん
で
雇
用
し
ま
す
。

処
遇
は
仕
事
の
内

容
、

難
易
度
、

ス
キ
ル
な
ど
の
視
点
か

ら
５
つ
の
ラ
ン
ク
を
設
定
し
、

賞
与
は

成
果
に
応
じ
て
３
段
階
に
設
定
し
て
い

ま
す
。

働
き
方
も
少
日
数
や
短
時
間
勤
務

も
可
能
で
す
。

実
際
に
週
３
日
勤
務
、

１
日
４
～
６
時
間
勤
務
の
人
な
ど
多
様

な
働
き
方
を
し
て
お
り
、

基
本
的
に
上

司
が
承
認
す
れ
ば
エ
ー
ズ
に
応
じ
た
働

き
方
を
選
択
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。

戦力化と
生産性向上を目指匠


